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学校における食物アレルギー対応の連携等について（依頼） 

 

 日頃、学校健康教育の充実に御対応いただきまして、厚くお礼申し上げます。 

 今後の学校給食における食物アレルギー対応については、平成２６年３月２６日付

け、２５文科ス第７１３号で文部科学省スポーツ・青少年局長から通知があり、教育

関係者のみならず、医療関係者、消防機関等の関係者が連携体制の構築を図ることと

なっております。 

 食物アレルギーは、アナフィラキシーを発症するリスクを抱えており、特にエピペ

ンを所持している児童生徒の緊急時の対応が最重要となります。 

 各消防本部には、県危機管理防災部より別添写しのとおり依頼されているところで

すが、各市町村教育委員会、各学校におかれましては、下記事項について消防機関と

の連携を図るよう御協力をお願いいたします。 

 なお、食物アレルギー事故防止等を目的として、｢食物アレルギーサインプレート｣

や｢食物アレルギー緊急時カード｣（http://alsign.org/index.html）を配付している

医療機関が県内はもとより全国にございます。※ 

保護者が医師の指導のもと、学校に対してその利用を求める場合も考えられますの

で、あらかじめお知らせするとともに、照会や使用の申し出があった場合には、適切

に御対応くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ アドレナリン自己注射薬（エピペン®）の交付を受けている児童生徒が在籍して 

 いる学校においては、保護者の同意を得た上で、学校で作成している当該児童生徒 

 の食物アレルギー個別取組プラン（兼アレルギー緊急時個別対応票）等を事前に地 

 域の消防機関に提供するなど、日頃から連携を図ること。 

http://alsign.org/index.html


なお、管轄する消防本部と学校との間で既に同様の取組が行われている場合には、

これを妨げるものではありません。 

 

２ アドレナリン自己注射薬（エピペン®）の交付を受けている児童生徒がアナフィ 

 ラキシーショックとなり、学校から消防機関に救急要請（１１９番通報）する場合、 

 アドレナリン自己注射薬（エピペン®）が交付されていることや学校で注射したこ 

 となどを消防機関に伝えること。 

 

 

※ この取組は民間団体が主導しているものですが、内閣府による「避難所における

良好な生活環境の確保に向けた取組方針」（平成２５年８月）にも、「アレルギーサイ

ンプレート」の標記が取り入れられております。 

 

 

 

                          健康教育担当 成澤 

                          電話：048-830-6963  

 

                          学校給食担当 松本 

                          電話：048-830-6967 
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事  務  連  絡 

平成２６年５月１５日 

総務省消防庁救急企画室　御中  

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 

今後の学校給食における食物アレルギー対応について（依頼） 

平成２４年１２月、食物アレルギーを有する児童が、学校給食終了後にアナ

フィラキシーショックの疑いにより亡くなるという事故の発生を受けて、文部

科学省では「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会

議」を設置し、別添の通り本年３月に最終報告書がとりまとめられました。 

その最終報告書においては、教育関係者のみならず、医療関係者、消防機関

等の幅広い関係者が共通認識を持って食物アレルギー対応に当たることが重要

であり、定期的に協議の場を設け、アレルギーのある児童生徒の情報について

関係者間で共有するなど関係者間、関係機関間の連携体制の構築等につとめる

べきこと等が提言されています。 

特に消防機関に対しては、 

・「エピペン®」の保持者に関する市区町村教育委員会や学校との情報共有、 

・学校での緊急時対応に関する相談への積極的な対応及び説明・指導、 

・「自己注射が可能なエピネフリン（別名アドレナリン）製剤を交付されてい

る児童生徒への対応について」（平成 21 年 7 月 30 日付け消防救第 160 号）

の再周知 

などが求められているところです。 

 つきましては、貴庁におかれましても、今後とも学校におけるアレルギー対

応が円滑に行えるよう取組を推進していただきますとともに、各都道府県の消

防本部等、貴庁の関係機関・団体に対しても上記報告書の内容をふまえ、教育

機関等と連携した対応を推進すべき旨、周知いただきますようお願いします。 

問い合わせ先 

〒100-8959 

東京都千代田区霞が関３－２－２ 

文部科学省スポーツ・青少年局 

学校健康教育課 学校給食係 

電話：03-5253-4111（内線）2694 
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